
 
○ 児童相談所の専門職を大幅に増員。 
 
○ 児童福祉司の配置標準について、 
 人口に加え、虐待相談対応を考慮。 
 
○ 弁護士の配置を積極的に推進。 

 

 「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」（平成27年12月21日子どもの貧困対策会議決定）に基づき、児童相談所の体制及
び専門性を計画的に強化するため、「児童相談所強化プラン」を策定する。（平成28年度から31年度まで） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①専門職の増員等 ③関係機関との連携強化等 ②資質の向上 
 
○ 児童福祉司、スーパーバイザー 
 の研修受講を義務化。 
 
○ 児童福祉司に任用される社会福 
 祉主事の任用前講習受講を義務化。 

 

○ アセスメントツール（共通基準）を作成し、 
 児童相談所と市町村の役割分担を明確化。 
○ 市町村における要保護児童対策地域協議 
 会の設置を徹底。調整機関に専門職を置き 
   研修受講を義務化。 
○ 警察と連携し、人事交流や研修等を推進。 

３，４８０人 児童福祉司 

※保健師については、平成29年度を目標とする。 

平成27年度実績 
（2015年度） 

 平成31年度目標 
（2019年度）    

（強化プラン期間４年間） 

       ４７０人     ５８０人 
スーパー 
バイザー 

  １，２９０人 １，７４０人 児童心理司 

         ９０人      ２１０人   保健師 

４，３１０人 ５，４３０人 合計 ＋１，１２０人程度 （Ｈ２７‘比  ＋２６％） 

※児童相談所の人員体制強化に当たり、上記専門職以外の職員の一部（450人程度）を専門職に振り替える（全体で670人程度の純増）。 

１．目的 

児童相談所強化プラン（概要） 

３．専門職の増員目標 

     ２，９３０人 

２．内容 

＋５５０人程度 （Ｈ２７‘比 ＋19％） 

＋１１０人程度 （Ｈ２７‘比 ＋23％） 

＋４５０人程度 （Ｈ２７‘比 ＋35％） 

＋１２０人程度 （Ｈ２７‘比 ＋133％） 

（平成28年４月25日厚生労働省児童虐待防止対策推進本部決定） 
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・平成28年改正児童福祉法附則において、中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、国は設置に係
る支援その他の必要な措置を講ずることとされている。 

現 状 

中核市・特別区等における児童相談所設置に必要な支援の実施 

Ｚ 

対応方針 

1 

 ◆人材確保・育成支援 

①市区における事務量の増加に対応するための補助職員の配置 

②市区における研修専任コーディネーターの配置 

③市区の職員が、都道府県等の児童相談所の業務を学ぶ間の代替職員の配置 

④都道府県等職員（ＳＶ等）を市区へ派遣した場合の代替職員（都道府県等）の配置（都道府県等に対する補助） 《新規》 

◆施設整備への支援（一時保護所） 

①一時保護所の創設 

②個々の子どもの特性に配慮した処遇が可能となるような場合について①に加算 《新規》 

財政面における支援 

◆人材確保・育成支援 

①各都道府県等に対し、中核市や特別区への人材派遣を含めた児童相談所設置自治体の拡大に向けた協力依頼を実施 

②児童福祉司等の義務化された研修のカリキュラム等の作成 

③児童福祉司の任用資格要件を見直し、資格取得に必要な実務経験の対象に市町村等における児童家庭相談業務を追加 

◆手続き面の整理 

①児童相談所の設置準備から開設までに必要な事項をまとめたマニュアルの作成 

②児童相談所設置市の政令指定の仕組みの提示 

制度・運用面における支援 

児童相談所の設置を目指す中核市・特別区に対し、以下の費用への補助を行う。 
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児童相談所設置自治体の拡大に向けた協力について 
（雇児発0322第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知） 

○ 平成16年の児童福祉法等の改正において、都道府県・指定都市に加え、指定都市以外の中核市についても、設置できる
こととされているが、現在児童相談所を設置している市は横須賀市・金沢市の２市にとどまっている。  

○ 児童虐待相談対応件数の増加が続くとともに、複雑・困難なケースも増加するなど、特に都市部において児童相談所を中心
にきめ細かな対応が求められていることから、平成28年の児童福祉法等の改正により、新たに特別区も児童相談所を設置でき
ることとされた。 

○ しかし、市や区が、新たに児童相談所を設置する場合、専門人材の確保や育成に関するノウハウの修得が極めて困難である
などの課題があり、その解決には、すでに児童相談所を設置している都道府県等の支援・協力が必要不可欠であることから、都
道府県等に対し、市区との児童相談所設置に向けた協議の実施を依頼するとともに、下記の支援について依頼。 

現状 

1 

（１）児童相談所の設置に係る人材確保・育成 

  ①児童相談所設置準備から設置後に至るまで、都道府県等と市区間の人事交流の実施 

  ②都道府県等が開催する研修（児童福祉司任用前研修を含む）への市区職員の参加要請 

（２）児童相談所及び一時保護所の整備 

  ①児童相談所及び一時保護所の組織体制に関する情報提供の実施 

  ②市区が一時保護所を設置するまでの間の都道府県等が設置する一時保護所の共同利用の実施 

（３）その他児童相談所設置に係る事務手続 

  ①都道府県等と市区合同の協議体の設置など、市区における児童相談所設置に向けた協議の実施 

  ②児童相談所設置に伴い委譲される業務内容の整理 

  ③児童福祉施設の都道府県等と市区の相互利用に向けた調整 

課題解決に向けた支援 
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１．要  旨 

 ○ 改正児童福祉法において、市町村が、児童等に対する必要な支援を行うための拠点の整備に努めることが規定されたことを 
  踏まえ、市町村が拠点を設置する際の財政支援を行う。 
 
 
 
 
 ○ また、拠点機能のあり方、推進方策については、「市区町村の支援業務のあり方に関する検討ワーキンググループ」におい

て検討を行い、「市区町村子ども家庭総合支援拠点」運営指針（案）がとりまとめられたところ。 
 

２．内  容 

  「市区町村子ども家庭総合支援拠点」運営指針（案）に基づき、国において設置運営要綱を定め、支援拠点の運営に要する 
 人件費等の費用について補助を創設する。 
  設置運営要綱の主な内容は、以下のとおり。 

（１）趣旨・目的 

   市区町村は、子どもの最も身近な場所における子どもの福祉に関する支援等に係る業務を行うことが役割・責務とされて 
  いることを踏まえ、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関する相談全般から通所・在宅支援を 
  中心としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務までを行うことが求められて 
  いる。 
   このため、市区町村は、地域のリソースや必要なサービスと有機的につないでいくソーシャルワークを中心とした機能を 
  担う拠点（市区町村子ども家庭総合支援拠点。以下「支援拠点」という。）の設置に努めるものとする。 

（２）実施主体 

   支援拠点の実施主体は、市区町村（一部事務組合を含む。以下同じ。）とする。 
   ただし、市区町村が適切かつ確実に業務を行うことができると認めた社会福祉法人等にその一部を委託することができる。 
   また、小規模や児童人口が少ない市区町村においては、複数の地方自治体が共同で設置することも可能である。 

（３）対  象 

   市区町村（支援拠点）は、管内に所在するすべての子どもとその家庭（里親及び養子縁組を含む。以下同じ。）及び妊産婦 
  等を対象とする。 

（参考）児童福祉法第十条の二 
   市町村は、前条第一項各号に掲げる業務を行うに当たり、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、 
   調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならない。 

市区町村子ども家庭総合支援拠点について 
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（４）業務内容 

   市区町村（支援拠点）は、コミュニティを基盤にしたソーシャルワークの機能を担い、子どもとその家庭及び妊産婦等を 
  対象として、その福祉に関し必要な支援に係る業務全般を行う。 
   また、今般の児童福祉法等改正を踏まえ、要支援児童若しくは要保護児童及びその家庭又は特定妊婦（以下「要支援児童 
  及び要保護児童等」という。）を対象とした「②要支援児童及び要保護児童等への支援業務」について強化を図る。 
   具体的には、①子ども家庭支援全般に係る業務（実情の把握、情報の提供、相談等への対応、総合調整）、②要支援児童 
  及び要保護児童等への支援業務（危機判断とその対応、調査、アセスメント、支援計画の作成等、支援及び指導等、都道府県 
  （児童相談所）による指導措置の委託を受けて市区町村が行う指導）、③関係機関との連絡調整、④その他の必要な支援を行う。 

（５）類  型 

   支援拠点は、児童人口規模に応じて、 

  ① 小規模Ａ型【児童人口概ね0.9万人未満（人口約5.6万人未満）当たり１か所】 

  ② 小規模Ｂ型【児童人口概ね0.9万人以上1.8万人未満（人口約5.6万人以上約11.3万人未満）当たり１か所】 

  ③ 小規模Ｃ型【児童人口概ね1.8万人以上2.7万人未満（人口約11.3万人以上約17万人未満）当たり１か所】  

  ④ 中規模型 【児童人口概ね2.7万人以上7.2万人未満（人口約17万人以上約45万人未満）当たり１か所】 

  ⑤ 大規模型 【児童人口概ね7.2万人以上（人口約45万人以上）当たり１か所】 
  以上５類型を基本とする。 

   また、地域の実情に応じて、小規模型の小規模市・町村部においては、２次医療圏を単位とした広域での設置、中規模型 
  及び大規模型の市部においては、区域等に応じて複数の支援拠点の設置などの方法も考えられる。特に、指定都市においては、 
  行政区ごとに設置することが望ましい。 

（６）職員配置等 

   支援拠点には、原則として、①子ども家庭支援員、②心理担当支援員、③虐待対応専門員の職務を行う職員を置くものとし、 
  必要に応じて、④安全確認対応職員、⑤事務処理対応職員を置くことができ、職員のそれぞれの主な職務、資格等については、 
  以下のとおりとする。 

  ① 子ども家庭支援員 

   ○ 職 務：実情の把握、相談対応、総合調整、調査・支援及び指導等、他関係機関等との連携 など 

   ○ 資格等：社会福祉士、精神保健福祉士、医師、保健師、保育士等 
         （なお、当分の間、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けた者も認める。） 

  ② 心理担当支援員 

   ○ 職 務：心理アセスメント、子どもや保護者等の心理的側面からのケア など 

   ○ 資格等：大学や大学院において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者等 
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  ③ 虐待対応専門員 

   ○ 職 務：虐待相談、虐待が認められる家庭等への支援、児童相談所、保健所、保健センターなど関係機関との連携及び 
         調整 など 

   ○ 資格等：社会福祉士、精神保健福祉士、医師、保健師等 
         （なお、当分の間、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けた者も認める。） 

    主な職員の最低配置人数は以下のとおり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（７）施設・設備 

   支援拠点には、相談室（相談の秘密が守られること）、親子の交流スペース、事務室、その他必要な設備を設けることを標準とする。 

   なお、支援拠点としての機能を効果的に発揮するためには、一定の独立したスペースを確保することが望ましい。 

   ただし、新たに施設を設置（整備）するのではなく、既存のサービス提供機関の機能を活用して実施することも可能である。 

   支援拠点には、記録や文書作成に必要な物品のほか、各部屋にはその目的を達成するために必要な器具、調度品等を備えておく。 

   特に、虐待相談・通告受付票、支援計画及び児童記録票などは、多くの個人情報が含まれ、特に子どもや保護者等の支援経過などプラ
イバシーに関わる極めて重要な書類であるとともに、ケースとして終結した後も再び対応することもあり得るため、長期保存とすること
も想定し、鍵のかかる書庫等に厳重に保管しておくことが必要である。 

  子ども家庭支援員 心理担当支援員 虐待対応専門員 合  計 

小規模型         

  小規模Ａ型 常時２名（１名は非常勤可） ― ― 常時２名 

小規模Ｂ型 常時２名（１名は非常勤可） ― 常時１名（非常勤可） 常時３名 

小規模Ｃ型 常時２名（１名は非常勤可） ― 常時２名（非常勤可） 常時４名 

中規模型 常時３名（１名は非常勤可） 常時１名（非常勤可） 常時２名（非常勤可） 常時６名 

大規模型 常時５名（１名は非常勤可） 常時２名（非常勤可） 常時４名（非常勤可） 常時１１名 

（注）小規模Ｂ型以上の類型かつ児童千人当たりの児童虐待相談対応件数が全国平均を上回る市区町村（支援拠点）は、児童相談 
  所の児童福祉司の配置基準の算定を準用した算式で算定された人数を、虐待対応専門員の類型ごとの最低配置人数に上乗せして 
  配置すること。 
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都
道
府
県 

市
区
町
村 

市区町村における児童等に対する必要な支援を行う体制の関係整理（イメージ図） 

 

 ○子ども家庭支援全般に係る業務 
  ・実情の把握、情報の提供、相談等への対応、総合調整 

 ○要支援児童及び要保護児童等への支援業務 
  ・危機判断とその対応、調査、アセスメント、支援計画の 
  作成等、支援及び指導等、児童相談所の指導措置委託を受けて市区町村が行う指導 

 ○関係機関との連絡調整 

 ○その他の必要な支援 

  ・一時保護又は措置解除後の児童等が安定した生活を継続していくための支援 他 

 

○相談、養育環境等の調査、専門診断等（児童や家族への援助方針の検討・決定） 

○一時保護、措置（里親委託、施設入所、在宅指導等） 

○市区町村援助（市区町村相互間の連絡調整、情報提供等必要な援助）  等 

 ○妊娠期から子育て期にわたる総合的相談や支援を実施 

  ・妊産婦等の支援に必要な実情の把握 ・妊娠・出産・育児に関する相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導 
  ・関係機関との連絡調整  ・支援プランの策定 

児童相談所（一時保護所） 

要保護児童対策調整機関 

・責任をもって対応すべき 
 支援機関を選定 
 →主担当機関が中心となっ

て支援方針・計画を作成 
・支援の進行状況確認等を 
 管理・評価 
・関係機関間の調整、協力 
 要請 等 

地域子育て支援拠点・児童館 

医療機関 

保育所・幼稚園 

学校・教育委員会 

民生児童委員 

里親 乳児院 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

警察 

児童相談所 

利用者支援機関 

支援拠点が調整機関の主担当機関を担うことで、支援の一体性、連続性を確保
し、児童相談所との円滑な連携・協働の体制を推進 

弁護士会 

役割分担・連携を図りつつ、常に協働して支援を実施 
民間団体 

 
 ○関係機関が情報を共有し、連携して対応 

要保護児童対策地域協議会 

市区町村子ども家庭総合支援拠点 

同一の主担当機関が、２つの機能を担い一体的に支援を実施 
※ただし、大規模市部等では、それぞれ別の主担当機関が機能を担い、適切に情報 
 を共有しながら、子どもの発達段階や家庭の状況等に応じて支援を継続して実施 

リ
ス
ク
の
程
度 

低 子育て世代包括支援センター（母子健康包括支援センター） 

高 

保健機関 

※ 子育て世代包括支援センターや市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置に当たっては、同一機関が２つの機能を担うなどの設置方法を含め、各市区町村の母子保健及び子ども家庭相談の体制や実情に応じて検討すること。 

・実施主体は市区町村 
 （業務の一部委託可） 
・複数の市区町村に 
 よる共同設置可 
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 １８歳以降の措置延長制度について 

児童福祉法 第３１条（保護期間の延長等） 

２ 都道府県は、第２７条第１項第３号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、
…、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満２０歳に達するまで、引き続き同項第３号の規定によ
る委託を継続し、若しくはその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。 

児童相談所運営指針（平成２．３．５ 児発１３３） 

（５）在所期間の延長 
ア 児童福祉施設等に入所した子どもが、１８歳に達しても施設に入所を継続する必要がある場合には、２０歳に達するまで更に施
設入所を継続させることができる。（法第３１条） 
 特に子どもの自立を図るために継続的な支援が必要とされる場合には、積極的に在所期間の延長を行う。 

イ 在所期間の延長は、施設長及び関係機関の意見を聞き、あらかじめ子ども、保護者等の意向を確認するとともに、子ども等の状
況を再判定した結果、延長することが適当と判断された場合に行う。この手続きは、１８歳に達する日までに完了し、延長年限を
付して保護者、施設長に通知する。（略） 

○児童福祉法において、児童は１８歳未満と定義されているが、児童養護施設や里親については、必要な場合には、２０歳未満まで措置
延長できることとされている。 

○実際の運用は、１８歳の年度末（高校卒業時点）で、就職又は進学等により児童養護施設を退所するケースが多く、１９歳で退所する
児童は、１割以下（平成２２年度高校卒業児童）となっていることから、平成２３年１２月に積極的活用を図るよう通知した。 

 ※児童養護施設の高校卒業児童に係る措置延長児童数及び高校卒業児童に占める割合 
  Ｈ２２：１５３人（９．６％）→Ｈ２３：１８２人（１１．８％）→Ｈ２４：２６３人（１６．２％）→Ｈ２５：２３１人（１３．４％） 

→Ｈ２６：２９３人（１６．３％） →Ｈ２７：２７５人（１５．１％） 

 児童養護施設等及び里親等の措置延長等について （平成２３．１２．２８ 雇児発１２２８第２号） 

１  措置延長の積極的活用について 児童養護施設等に入所した児童や里親等に委託した児童については、 …、満１８歳を超えて満２
０歳に達するまでの間、引き続き措置を行うことができることから、当該規定を積極的に活用すること。  
具体的には、  
① 大学等や専門学校等に進学したが生活が不安定で継続的な養育を必要とする児童等  
② 就職又は福祉的就労をしたが生活が不安定で継続的な養育を必要とする児童等 
③ 障害や疾病等の理由により進学や就職が決まらない児童等であって継続的な養育を必要とするもの  
などの場合、児童養護施設等や里親等の意見を聴き、あらかじめ、児童等及びその保護者の意向を確認するとともに、延長すること
が必要と判断された場合に活用すること。  
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社 会 的 養 護 自 立 支 援 事 業 等 

①社会的養護自立支援事業 
里親等への委託や、児童養護施設等への入所措置を受けていた者について、必要に応じて１８歳（措置延長の場合は

２０歳）到達後も原則２２歳の年度末までの間、引き続き里親家庭や施設等に居住して必要な支援を提供するとともに、
生活相談や就労相談等を行う事業に要する費用を補助。 

②身元保証人確保対策事業 
児童養護施設や婦人保護施設等を退所する子どもや女性が就職したり、アパート等を賃借する際に、施設長等が身元

保証人となる場合の損害保険契約の保険料に対して補助を行う。 

事業内容 

対象者の状況に応じて必要な支援を実施 

里親・児童養護施設等 18歳 

支援コーディネーター 
（全体を統括） 

支援担当者会議の開催 
（本人・児相・里親・職員等） 

↓ 

継続支援計画の作成 
（措置解除前に作成） 

 

（措置延長の場合は20歳） 

関係機関と連携しながら、継続支援計画に基づく支援状況を把握し、生活状況の 
変化などに応じて計画を見直し 

里親・児童養護施設等 

家庭復帰・自立 

生活相談支援担当職員（生活相談支援） 
・居住、家庭、交友関係・将来への不安等に関する生活上の相談支援 
・対象者が気軽に集まる場を提供する等の自助グループ活動の育成支援 等 

措
置
解
除 

※家賃・生活費について「自立支援資金貸付事業」 
 の活用が可能 

就労相談支援担当職員（就労相談支援） 
・雇用先となる職場の開拓 ・就職面接等のアドバイス 
・事業主からの相談対応を含む就職後のフォローアップ 等 

22歳 

・居住費支援（里親・施設の居住費を支援） 
・生活費支援（大学進学者等の生活費を支援） 

身元保証（就職時、賃貸住宅等の賃借時、大学等進学時の身元保証（身元保証人（里親、施設長等）の損害保険料を支援）） 
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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関す
る法律に対する附帯決議（平成28年12月７日 衆議院厚生労働委員会） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 
 
一 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんを利用する養親希望者は、児童相談所による場合と異なり、手数料を負担する可能性 
 が高いことから、養子縁組のさらなる促進に資するよう、養親希望者の負担の軽減を含む必要な支援の在り方について検討を行うこと。 
 
二 予期せぬ妊娠等、産前産後において特に支援を要する妊産婦や不妊に悩んでいる者が、養子縁組のあっせんに係る制度及び特別養 
 子縁組制度に対する理解を深め、必要に応じて利用することができるよう、産科を始めとする医療機関等において両制度の適切な周知 
 に努めること。 
 
三 民間あっせん機関が継続的かつ安定的に養子縁組あっせん事業を運営することが可能となるよう、財政上の措置その他必要な措置 
 を講ずるよう努めること。 
 
四 養子縁組のあっせんは家庭における養育を児童に確保する上で重要な役割を果たすことに鑑み、当該あっせん業務の質にばらつき 
 が生じないよう、厚生労働大臣が定める指針や運営基準等の周知徹底に努めること。また、営利目的が疑われるような悪質なあっせん 
 事業を防止するよう、民間あっ せん機関の指導監督に万全を期すこと。 
 
五 民間あっせん機関において養子縁組あっせんの業務に従事する者には、実父母と養親希望者の事情を考慮し、児童の最善の利益を 
 見通す専門性が求められることから、各種の研修等の充実を図るとともに必要な人材育成の在り方について検討を行うこと。 
 
六 養子縁組のあっせんに関する施策については、特定妊婦への支援、養子となった者の実父母が自立した生活を営むことができるよう 
 にするための施策その他の関連施策との有機的な連携を図ること。 
 
七 本来の家庭における養育が困難な児童に対し、家庭における養育環境と同様の養育環境の継続的な提供に資する観点から、児童相 
 談所及び民間あっせん機関は、可能な限り連携を図りながら相互に協力すること。 
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